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広島市社会福祉法人等指導監査実施要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人（以下「法人」という。）及び社会福祉施設

の指導監査に関する基本的な事項を定め、統一的かつ効果的な指導監査を実

施することにより、適正な法人運営と施設経営の確保を図ることを目的とす

る。 

 

 （対象法人及び施設） 

第２条 この要綱に基づく指導監査（以下「指導監査」という。）は、広島市が

所管する法人に対する指導監査（以下「法人指導監査」という。）及び広島市

が所管する別表に掲げる社会福祉施設（以下「施設」という。）に対する指導

監査（以下「施設指導監査」という。）とする。 

 

 （所掌等） 

第３条 指導監査は、法人指導監査及び児童福祉施設（保育所において、又は

保育所と一体的に実施される乳児等通園支援事業がある場合においては、当

該保育所には当該事業を行う事業所が含まれるものとする。以下同じ。）（心

身障害児施設を除く。以下同じ。）以外の施設に係る施設指導監査にあっては

健康福祉局監査指導課（以下「監査指導課」という。）が、児童福祉施設に係

る施設指導監査にあってはこども未来局こども未来調整課（以下「こども未

来調整課」という。）が、それぞれ所掌するものとする。 

２ 指導監査の実施に当たっては、監査指導課又はこども未来調整課（以下「監

査指導課等」という。）と対象施設の所管課（以下「施設所管課」という。）

が相互に連携をとって円滑な実施を図るものとし、施設指導監査は、原則と

して施設所管課の職員が同行するものとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、児童福祉法施行令第３８条ただし書に該当する

場合の施設その他書面による施設指導監査を実施することができるとして別

に定める施設について、監査指導課等が書面により施設指導監査を実施する

場合においても、施設所管課は、単独で実地により実施することができる。 

 

 （法人指導監査の方法等） 

第４条 法人指導監査は、「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」（平

成２９年４月２７日雇児発０４２７第７号・社援発０４２７第１号・老発０

４２７第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局

長連名通知）に基づき行うものとする。 

２ 法人指導監査は、一般監査と特別監査を実地に行う。 

 

 （施設指導監査の方法等） 

第５条 施設指導監査は、第１号に掲げる通知に基づき、また、第２号から第

５号までに掲げる通知を標準として行うものとする。 
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⑴    生活保護法による保護施設に対する指導監査について（平成１２年１０

月２５日社援第２３９５号厚生省社会・援護局長通知） 

⑵    老人福祉施設に係る指導監査について（令和３年１１月１５日老発１１

１５第４号厚生労働省老健局長通知） 

⑶    障害者支援施設等に係る指導監査について（平成１９年４月２６日障発

第０４２６００３号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 

⑷    児童福祉行政指導監査の実施について（令和７年３月２１日こ成事第 1

７５号・こ支総第５０号こども家庭庁成育局長、支援局長連名通知） 

⑸    児童福祉法に基づく乳児等通園支援事業の指導監査について（令和７年

１１月２８日こ成保第６３３号こども家庭庁成育局長通知） 

２ 施設指導監査は、次のとおり一般監査と特別監査を行う。 

⑴   一般監査 

   一般監査は、原則として、前項各号に掲げる通知に定める周期により、

実地に施設に対し行うこととする。 

 ⑵ 特別監査 

特別監査は、次のいずれかに該当する場合に実施するものとする。 

  ア 施設運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があ

るとき。 

  イ 最低基準違反があると疑うに足りる理由があるとき。 

  ウ 度重なる一般監査によっても是正の改善が見られないとき。 

  エ その他特別の理由があると認められるとき。 

３ 施設指導監査は、なるべく法人指導監査と並行して行うものとする。 

 

 （実施計画等） 

第６条 指導監査のうち一般監査の実施に当たっては、監査方針、指導監査事

項のうちの重点監査項目、実施時期及び具体的方法等について実施計画を策

定するものとする。 

２ 指導監査のうち特別監査については、随時に実施するものとする。 

 

 （指導監査班の編成等） 

第７条 指導監査の実施に当たっては、指導監査の類型、法人及び施設の規模

等に応じて、法人指導監査にあっては監査指導課の職員２名以上、施設指導

監査にあっては監査指導課等及び施設所管課の職員２名以上をもって指導監

査班（以下「指導監査班」という。）を編成し、その班長は、原則として監査

指導課等の職員をもって充てるものとする。 

 

 （指導監査の実施） 

第８条 指導監査の実施に当たっては、原則として指導監査実施日の２週間前

までに、法人指導監査にあっては法人代表者宛に、施設指導監査にあっては

施設の設置者宛に、次に掲げる事項を文書により通知するものとする。ただ

し、特別監査であってあらかじめ文書により通知することが適当でない場合

はこの限りでない。 

 ⑴ 指導監査の根拠規定 
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 ⑵ 指導監査の日時及び場所 

 ⑶ 監査職員 

 ⑷ 法人及び施設の出席者 

 ⑸ 準備すべき書類等 

 

 （指導監査資料等の徴取） 

第９条 指導監査の実施に当たっては、効果的、効率的な指導監査を行うため、

法人指導監査にあっては法人代表者及び施設指導監査にあっては施設の設置

者から指導監査資料その他の必要な資料（以下「指導監査資料等」という。）

をあらかじめ徴取するものとする。 

２ 指導監査資料等の内容、様式及び徴取の時期は、実施計画の策定時又は必

要の都度定めるものとする。 

 

 （指導監査実施上の留意事項） 

第１０条 実地に行う指導監査においては、指導監査における責任を明確にす

るとともに実効を期するため、実施当日に、法人役員又は施設の設置者（以

下「役員等」という。）の立会いを求めるものとする。 

２ 前項の実施当日の指導監査終了後、原則として指導監査班の班長等は、役

員等及び関係職員に対して指導監査結果の講評を行うものとする。 

 

 （指導監査結果の措置） 

第１１条 指導監査結果の復命、決定及び通知等については、次により措置す

るものとする。 

⑴   指導監査結果の復命 

   指導監査班の班長は、指導監査実施後速やかに指導監査結果における改

善を要すると認めた事項、助言事項及び問題点等について復命書を作成し、

法人指導監査のみを行う指導監査にあっては監査指導課長に、それ以外の

指導監査にあっては監査指導課長又はこども未来調整課監査指導担当課長

（児童福祉施設に係るものに限る。）及び施設所管課の課長に、それぞれ復

命するものとする。 

⑵   指導監査結果の決定 

   指導監査結果については、前号の復命に基づき監査指導課等及び施設所

管課が連携して検討を行い、改善を要する事項の有無を決定するとともに、

改善を要する事項がある場合には文書指摘事項及び指導事項に区分し、こ

れに対する指導監査対象の法人又は施設が採るべき措置を具体的に決定す

るものとする。 

 ⑶ 指導監査結果の通知 

   指導監査結果については、復命後速やかに前号で決定した改善を要する

事項がない旨又は改善を要する事項がある場合には文書指摘事項及び指導

事項の内容と改善方法を文書をもって法人代表者又は施設の設置者に対し

通知するものとする。 

 ⑷ 改善を要する事項に対する改善措置報告書の徴取 

   前号の指導監査結果の通知において改善を要する事項がある場合は、原
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則としてその通知の日から１か月以内に、当該法人代表者又は施設の設置

者から、改善を要する事項に対する改善措置の状況（改善に長期間を要す

る事項についてはその改善計画）を記載した改善措置報告書を徴取するも

のとする。 

 ⑸ 改善措置の確認及び事後指導 

   監査指導課等及び施設所管課は、前号の改善措置報告書に基づき、改善

措置の状況についての確認を行うとともに、必要がある場合は、改善のた

めの事後指導を行うものとする。 

 

 （指導監査事務の連絡調整等） 

第１２条 監査指導課等及び施設所管課は、指導監査を的確に実施するため、

第６条に規定する実施計画の策定、特別監査の実施その他指導監査の実施に

関して必要な事項について協議するものとする。 

２ 指導監査結果において、特に重大な問題が認められた場合及び重大かつ緊

急な措置等を要する問題が認められた場合並びに関係者から通報があった場

合は、監査指導課等及び施設所管課その他の関係課が連携して対応策等を協

議するとともに必要な措置を講ずるものとする。 

 

 （指導監査結果の公表等） 

第１３条 法人運営の適正化と利用者の立場に立った質の高い福祉サービスの

提供に資するとともに、福祉サービスの利用者に対し情報提供するため、実

施した指導監査の概要、法人及び施設ごとの指導監査結果（文書指摘事項に

限る。）及びその改善措置の状況、その他必要な事項を一括して広島市ホーム

ページに掲載し公表するものとする。 

２ 指導監査結果については、毎年度必要な集約を行い、次年度以降の指導監

査に資するものとする。 

 

 （その他） 

第１４条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１４年２月８日から施行する。 

２ 広島市社会福祉施設等指導監査実施要綱（平成元年７月１日施行）は、廃

止する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年７月６日から施行し、平成１９年度に実施する指導

監査から適用する。 

 

   附 則 
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 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年７月４日から施行し、平成２４年度に実施する指導

監査から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２８年５月１０日から施行し、平成２８年度に実施する指

導監査から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年７月１０日から施行し、平成２９年度に実施する指

導監査から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成３０年７月４日から施行し、平成３０年度に実施する指導

監査から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和４年２月１日から施行し、同日以後に実施する施設指導

監査から適用する。 

２ 改正後の第５条第２項の周期に係る規定（同条第１項第２号の通知に係る

ものに限る。）は、前回の実地監査を実施した日の属する年度の翌年度から起

算して適用するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、改正前の第５条第２項第１号ただし書に定め

るところにより、書面によることとした施設指導監査（令和３年度に係るも

のに限る。）の実施については、なお従前の例による。 

 

  附 則 

 この要綱は、決裁の日（令和７年４月４日）から施行し、令和６年４月１日

から適用する。 

 

  附 則 

 この要綱は、決裁の日（令和８年４月２３日）から施行する。 
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別表（第２条関係）  

指導監査対象施設 指導監査根拠規程 

第
一
種
社
会
福
祉
事
業 

保護施設 救護施設 生活保護法第４４条第 1 項 

児童福祉施設 

乳児院 

母子生活支援施設 

児童養護施設 

児童心理治療施設 
児童福祉法第４６条第 1 項 

 （障害児施設） 障害児入所施設 

老人福祉施設 

養護老人ホーム 

特別養護老人ホーム 
老人福祉法第１８条第２項 

軽費老人ホーム 

社会福祉法第７０条 

障害者支援施設 

第
二
種
社
会
福
祉
事
業 

児童福祉施設 保育所 

児童福祉法第４６条第 1 項（乳

児等通園支援事業が実施され

る場合においては、同法第３４

条の１７第１項及び第４６条

第１項） 

※ 指導監査対象施設は、本市が設置した施設を除く。 

 

 

 


